（１）はじめに

Ａ損害保険会社からの依頼内容は、Ｂ君の頭部外傷において、どのような外力が加わっているかをカルテ及びレントゲン写真から検討する事である。なお、被害者側は“車両を急発進させたことにより、Ｂ君の前頭部に車両のどこかを衝突させて負傷させたもの”と主張している。

（２）基本的な事

(i)幼児の頭部外傷の特徴

幼児では頭蓋骨や皮下組織が発達段階にあるため、その頭部外傷は成人とは少し異なる特徴を持つ。

先ず、皮下組織であるが、頭蓋骨やその周辺組織同士の結合が少なく、容易にずれかつはがれやすい。そしてはがれてできた空間に皮下出血などが貯留し、皮下出血のできた部位により、腱膜下血腫subgaleal hematomaや骨膜下血腫subpericranial hematomaとなる。（注：この亀沢君も、腱膜下血腫が生じている。）

次に、幼児の頭蓋骨は、成人に比較して薄くて弾力性に富む。従って、割れると言う事ではなく、外力を中心に撓んで凹み、ピンポンだまのように元に戻る事がある。この頭蓋骨が撓みやすい事から、脳実質は頭蓋骨で保護されず、外力が骨直下の脳に伝わる事がある。

また、頭蓋骨は発達する過程で複数の骨が融合して成人の一個の頭蓋骨となる。（付図１）この骨同士が融合する所を縫合線と呼ぶが、一才半の幼児ではこの縫合が完全に骨化していないため、外力が頭蓋骨に加わると、最も結合の弱いこの縫合の部位が骨折するかわりに離開する事が多い。さらに、この縫合の部位で硬膜は損傷を受けやすく、縫合の離開に伴って硬膜も断裂し、髄液が皮下に流出し貯留する事がある。（注：この亀澤君も、下の図のようなことが生じていると推定される。）

ただし、一般的には小児は頭蓋骨も柔らかく、中の脳も変形しやすく、外傷を良く緩衝する事が多い。

(ii)解剖学的命名

脳は前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分類される。頭蓋骨も前頭骨、頭頂骨、側頭骨、後頭骨などの骨が縫合線で骨化して成人の一個の頭蓋骨となる。また、頭部を前頭部、頭頂部、側頭部、後頭部と呼ぶ事がある。ただし、これらは大まかには一致するが厳密には一致しない。例えば、冠状縫合の後ろは上部では頭頂骨になるが、その直下の脳は前頭葉となり、少し混乱させるかもしれないが、側頭部に打撃があり頭頂骨が骨折し、その直下の前頭葉に脳挫傷が生じることが可能となる。（注：これがカルテの記載と一般用語のギャップである。）

(iii)物体の衝突における物理

一般的な物理力では、力および力に応じた移動は、３次元的なx、ｙ、ｚ軸方向への進行（直線運動）と、重心を中心としたこれも３軸の回旋運動に分解される。

また、物体と物体との衝突においては反撥係数が存在する。具体的には固いものと固いものがぶつかるとお互いに反撥する。これを反撥係数１という。また、粘土と粘土のような柔らかいもの同士のぶつかり合いではお互いにくっついて終わる事もある。これは反撥係数０であるが、物体が変形する事により、衝突のエネルギーが吸収されているのである。

重さの著しく異なるもの（幼児と車）がぶつかった場合、車は同一方向に移動し続ける。幼児は車と直角にぶつかった場合は、車と直角方向に反撥されながら車の進行方向と同一方向に移動する。さらに、幼児は車とぶつかった部位に力が加わるため、この力により幼児の重心を中心に回旋運動が加わる。

（３）Ｂ君の画像所見

乙10号証－1,2,3（頭部単純写真96－11－5）（付図　２）

この画像のみでは縫合線の離開（骨折）が存在するかどうか確定できない。確かに開き気味ではあるが、これは年齢（1才6ヶ月）的なものの可能性もあり、成長するにつれ、閉鎖されていくかもしれない。ただし、後のMRIの画像を併せた総合評価として確実に縫合線の離開は存在する。何れにしろ、この単純写真から述べられる事は少ない。（注：カルテにはこの写真にて冠状縫合より少し後方の部位に骨折が記載されている。）

乙10号証－6（頭部CT96－11－5）（図3－1、図3－2）

右側頭部から頭頂部にかけて皮下血腫が存在し、その部位に外力が加わったと思われる。右側の冠状縫合は左側に比較して隙間が大きいため、右側の冠状縫合は離開しているものと推定される。この冠状縫合と皮下血腫の位置を比較すると、血腫の部位が冠状縫合よりむしろ後方にあるため、外力はこの冠状縫合より後ろ側で頭蓋骨に加わった可能性が推定される。（また、冠状縫合の後方にカルテには骨折と記載され、これもこの部位に外力が加わった事を示唆する。ただし、この骨折らしい線はコピーでは分かりにくい。）1才以下の場合、頭蓋骨は非常に柔らかいため、ごくわずかの外力で縫合は離開するが、被害者の年齢ではある程度の外力が必要であろう。例えば、1才以下では転んだだけで縫合は離開するかもしれないが、この亀澤君の年齢では、単に転んだ程度では縫合の離開は難しくなる。

乙10号証－7（頭部CT96－11－5）（図4）

右頭頂部から側頭部にかかる皮下血腫の下の脳に、びまん性の小さい出血が認められる。これは、前記の柔らかい骨の縫合が離開し、頭蓋骨が内部に撓んで、外力が脳実質に及んだ事を示している。この脳実質内の出血も縫合線の後ろ側に主体が存在する。また、頭蓋骨よりおよそ3cm内部にまで出血が及んでいる。頭部に右側から相当に強い外力が加わっている事は間違いなく、その外力は幼児が自分で転んだという程度のものではない。（乳幼児の頭蓋骨は非常に柔軟で、強い外力が加わる事で瞬間的にはその部分が凹むのだが、すぐに戻るので頭蓋骨の陥没が無くても脳実質の損傷がある事がある。）

乙10号証－36（頭部CT96－12－6）（図5）

受傷1ヶ月後のCTだが、この画像からは当初は確実ではなかった右側の縫合線離開が明らかとなり、脳挫傷後の状態である壊れた脳も診断できる。また、受傷から１ヶ月を経過し、脳の萎縮も著明で、両側に硬膜下水腫が認められる。脳は実は右も左も損傷されており、脳萎縮が成長と共に回復する可能性は少ない。（注：脳が左右ともに損傷を受けているのは、すでに述べた直接的な外力だけではなく、瀰漫性軸策損傷といって急速な加速度変化を受け脳内の神経線維がずれる損傷を受けているためである。このことからもこの亀澤君の頭蓋に大きい加速度の変化が加わったことが読み取れる。）

乙10号証－40,43（頭部MRI96－12－19）（図6－1，6－2）

受傷1ヶ月半後のMRIだが、硬膜が縫合部で断裂し、皮下に髄液が貯留している事が認められる。また、この二つのMRIでも明らかなように、損傷は頭蓋骨より2－3cm深部に及び、また、損傷の主体は縫合線より後方である。外力が縫合線より前で加わったことでは説明しづらく、縫合線の後ろの骨にかなりの外力が接線方向ではなく垂直方向に加わった事が一番考えやすい。

（４）カルテの記載

カルテの記載を示す。右顔面に傷が存在し、右前側頭部に腱膜下血腫が存在すると記載されている。

また、CTスキャンの所見では、前記の記述と一致して、冠状縫合の離開とその後方に腱膜下血腫と脳挫傷が記載されている。また、骨折も記載されている。

このCTスキャンの所見は、臨床症状としての左麻痺と一致し、その部位の脳損傷がある事を示している。

（５）外力の種類と程度

カルテの記載と画像所見をあわせると、右顔面の擦過傷を作る外力と、右側頭部－右頭頂部に骨に垂直にかかる相当に強い外力の二つを想定する必要がある。この2つの力は同時にはかかり得ないため、(1)先ず、頭に外力が加わった後、顔面を擦過したか、(2)顔面を擦過した後、頭に外力が加わったかどちらかであるが、これは決定できない。

先ず、顔面に加わった力は顔面の傷が擦過傷を作る程度と考えると、強くても弱くても良く、また向きも垂直方向でも接線方向でもよい。とにかく右顔面に一連の動きの中で外力が加わっていれば良いと言う事である。但し、次の頭部にかかった力よりは小さいと推定され、主たる外力は頭部に及んだといってよいと思われる。

次いで頭部にかかった力について考える。先ず、どのような力が加わったか考えるが、皮下血腫の広がり方と頭皮上の裂傷の無い事などを考えると、非常に鋭利な力というより鈍力が加わったと推定される。次に、力の大きさであるが、頭蓋骨を骨折させ縫合線を離開させて下の硬膜を断裂させ、脳内に力が及ぶ程度の相当に強い力と言うことになる。また、この様な鈍力が一定時間以上加わった場合、頭蓋骨は押しつぶされる格好になるためそのような可能性は無い。つまり、頭蓋骨に対して垂直方向の成分をもった鈍力（注：自己転倒よりは大きい力）が短時間だけ図に示す部位に加わったと推定される。
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この結論は、原告側の準備書面（6p-7p）の“原告の受傷状態を､医学的見地から考察すると､車両等にひかれるか､鈍器で相当強い力で衝撃を加えられるか、あるいはコンクリートのようなものに相当程度強く打ち付けられなければ発生しない”という内容と非常に近いものである。

次いで、裁判の争点になっている例も含めていくつか具体例をもって検討する。これらにおいては、顔面の擦過傷と右側頭部のかなり強い力を二つとも説明しなければいけない。なお、厳密には車の構造を含む議論が必要になるが、その点は専門家に譲りたい。

i)“車両等にひかれる”は可能性としてあるか。：これは既に述べたように、幼児の頭は柔らかくこの様な鈍力が一定時間以上加わった場合、頭蓋骨は押しつぶされる格好になるため可能性はほとんど無い。
ii)車の一部に頭がぶつかった可能性はあるか。：（ここでは、車が直接頭部に外力を加わえたもののみを扱う。車にぶつかった後に車や道路等に頭部をぶつけたものは(iii)－(v)で扱う。）右側に選択的に外力が加わる必要があるため、仁君が車と相対しているというより、後ろから又は右横からということになる。顔面は仁君が右頭部を打ったため左回旋しながら地面で右顔面を打つということになる。但し、貨物車の急発進の加速度を0.3G程度と仮定すると、その程度の加速度でこの亀澤君の頭部外傷が生じる事は難しいと思われる。

iii)車に体がぶつかった後、車の一部に頭がぶつかった可能性はあるか。：車にぶつかったあと、回旋運動が生じるため、体自体は体の身長方向の軸に沿って左回旋する。またぶつかった位置が重心より上なら、頭は車から離れる方向になるから、頭をぶつけるためには重心より下をぶつける構造が車に必要になる。(注：例えば、肩を打つと頭は慣性の法則に従いその場にとどまるため車にぶつかる事も有り得る。しかし、その場合は一度体で力が吸収されるため車の加速度の全てが伝わるわけではなく力としては減弱されるため、さらに弱い力ということになるのでここでは検討しない。)　そうすると、体は、例えば、足をすくわれた格好で家側から見て右回りをすることになる。この場合は、仁君は車と相対している又は右横からということになる。しかし、体が右回りをしながら頭が車とぶつかるためには車に頭を打ちやすい構造が必要と思われる。つまり、車の後方に、車から突出していて子供の下半身をすくう構造があり、やはり車から突出していて前記の構造の直後に頭を打つ構造が必要となる。ただし、車の写真を見る限りそのような構造は車には無い様である。顔面の擦過傷はこの経過の中で、どこで生じてもよい。

iv)車にぶつかったあと、頭部は、アスファルトないしコンクリート道路に打ち付けられた可能性はあるか。：これは、医学的には説明可能だが、力学的にはどうであろうか。何れにしろ頭がぶつかったところはある程度の固いところでなければいけない。

v)車からはねとばされてブロック塀に右側頭部から頭頂部を打ち付けられればこの様な頭部外傷は可能であろうか。：頭部外傷のみを考えると可能と思われる。ただし、静止していた車両が急発進して横向きに幼児を60cm飛ばし、なおその時点で頭部に外傷を与えるだけの速さでブロック塀に衝突しなければいけないと考えると、かなり難しいと思われる。さらにこの車の加速度には横向き成分が無い事からも物理的にはかなり難しいと思われる。

vi)自転車の転倒により右側頭部から頭頂部を打ち付けられた可能性はあるか。：この頭部外傷は、自転車の上に乗った幼児が自転車ごと転倒し、側頭部から頭頂部にかけて打撲し、その後に顔面の擦過傷を負えば説明できると思われる。しかし、頭がぶつかった先はある程度の固いところでなければいけない。

vii)“鈍器で相当強い力で衝撃を加えられる”という可能性はあるか。：医学的には十分である。但し、鈍器が必要であるし、また顔面の擦過傷を説明するため、その後に顔面の擦過傷を負う必要がある。

（６）まとめ

以上、Ｂ君の頭部外傷の受傷機転について、いくつかの可能性について検討し、特殊な状況でのみ可能であると結論した。

画像およびカルテから医学的に推定できる事は、外力の加わった部位と程度、かつ大まかにどのようなものが力を加えたかということであり、正確に何が力を加えたかと言う事ではない。力を加えたのが車だと断定できない様に、車でない何かが外傷を生ぜしめたと断定できるわけではない。今後とも必要であれば外傷の生じ方の可能性をさらに具体的に追加検討し、その時にこの様な頭部外傷が可能かどうか検討する事が必要であろうと思われる。
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